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消費者市民社会という言葉をご存知でしょうか ? 消費者市民社会とは、消費者が公正で持続可能な社

会の形成に積極的に参加する、いわば消費者が主役の社会です。一人ひとりの消費者が、将来の世代、内

外の社会経済情勢、地球環境などを考えながら生活し、社会の発展と改善に積極的に参加することが求め

られています。

NPO法 人消費者被害防止ネッ トながさきでは、今年度も 3回目となる消費者市民カアップ講座を開催

いたします。講師は当法人の弁護士 。司法書士 。消費生活相談員など。今年度は長崎市と佐世保市の 2箇

所での開催となります。r人ひとりが社会への影響を考慮した選択ができるよう、楽しく学びながら消費

者市民カアップをめざしませんか ?

連続講座ですが、途中からの参加も 1回だけの参加も可能です。全 5回出席された方には「修了証」を
差し上げます。
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☆2019年度、消費者市民カアップ講座のお申込みについては裏面をご覧ください。

【主催】NPO法人 ,肖 費者被害防止ネットながさき 【共催】長崎県、長崎市、佐世保市
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開催時間(両会場とも)

13:30～ 15:30
長崎会場

長崎県庁3階日308号室

(長崎市尾上町3-1)

佐世保会場
佐世保市中央公民館

サンクル3番館2階・講義室 1

(佐世保市常盤町5-5)

量



お 問合 せ 。お 申込 み

◆講座に関するお問い合わせは、長崎県

'肖

費生活センター (担当 :里 )まで
TEL:095-823-2781

◆受講のお申込みは、下記の申込書をご利用のうえ、 FAXで お願いいたします。
長崎会場と佐世保会場は、それぞれ申込先が異なりますのでご注意下さい。

■長崎会場のお申込み
消費者市民カアップ講座受講申込書 【長崎会場】

■佐世保会場のお申込み
消費者市民カアップ講座受講申込書 【佐世保会場】

(フ リガナ)

お名前
ご連絡先

電話

FAX

ご住所
T

※ ご記入いただいた個人情報は、関係法令、当法人の個人情報保護規程に基づき適切に管理し、当講座の実施 (参加者名簿の作成を含む)、

講演会のご案内等各種情報提供を目的として利用し、法令に定める場合を除き、同意を得ることなく第三者にす是供しません。

※ 反社会的勢力及びその関係者のお申込みはお断りいたします。
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(フ リガナ)

お名前
ご連絡先

電話

FAX

ご住所
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NPO法 人消費者被害防止ネッ トながさき (CPネッ トながさき)のご案内

「消費者被害防止ネットながさき」は、「適格消費者団体」の認定をめざして 2016年 1月 に設立されました。「適
格消費者団体」とは、消費者の権利を守るための活動を主な目的とし、内閣総理大臣から認定を受けた特定非営利活動
法人 (NPO法人)のことです。認定されると、強引な勧誘・不当な契約内容・誤つた内容の表示など、事業者の問題
ある行為を、消費者に代わり、裁判で止めるよう請求 (差止請求)することができるようになります。

消費者被害防止ネットながさきは、消費者被害の末然防止・拡大防止を図るため、事業者への申入れ、学習会や請演
会、消費者政策に関する提言などを行つています。

【入会のお願い】
消費者被害防止ネットながさきの活動は、会員の皆様の会費によつて支えられています。当会の趣旨にご賛同いただ

き、会員として加入していただきたく、お願い申し上げます。

年会買は、正会員 =2000円 、賛助会員 =1000円 、個人会員は 1口以上、団体会員は 5日以上となつています。

【振込先】

十八銀行 県庁支店 (曽)1013808 または 九州労働金庫 長崎支店 (普)5589080
口座名義 :特定非営利活動法人 消費者被害防止ネットながさき

NPO法 人消費者被害防止ネツトながきき 御中

私は、貴法人の ( 個人正会員 / 団体正会員

会賢        口 (合計

入会申込書

FAX:095-895-8521
/ 個人賛助会員 / 団体賛助会員 )となるぺく、

円 ) て、貴法人への入会を申し込みます。

申込国 20   年   月   日

住所  〒

臣名 rヮ IJ→十う

職 挙 ・ 所 属 箋

※ ご言E入いただいた個人情報は、関係法令、当法人の個人情報保護規程に基づき適切に管理し、会員名簿の作成、総会の開催通知及び会費の請求等、
当法人の事務並びに学習会の案内等情報提供を目的として利用し、法令に定める場合を除き、同意を得ることなく第三者に提供しません。

※ Eメールアドレスは、ニュースレター等の送信のためメーリングリストに登録させていただきます。
※ 反社会的勢力及びその関係者の入会はお断りいたします。
※ 電話は毎週火曜日 (祝 日を除 く)の 13:00～ 16:00に お受けしています。

NPO法人 消費者被害防止ネットながきき  住所 :長崎市賑町 5… 24  電話 :095日895“8520


